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当社株式等の大規模買付行為等への対応方針（買収への対応方針）の導入に関するお知らせ 

 

当社は、2026 年５月 11 日開催の当社取締役会において、当社の財務及び事業の方針の決定を支配す

る者の在り方に関する基本方針（会社法施行規則第 118 条第３号柱書に規定されるものをいい、以下｢会

社の支配に関する基本方針｣といいます。）を決定するとともに、会社の支配に関する基本方針に照らし

て不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取り組み

（同号ロ（2））として、以下の当社株式等の大規模買付行為等への対応方針（買収への対応方針）（以下

｢本プラン｣といいます。）を導入することを決議いたしましたので、お知らせいたします。 

本プランは、上記取締役会決議に基づいて導入することといたしましたが、その有効期間を 2026 年６

月開催予定の当社の定時株主総会（以下「次回定時株主総会」といいます。）の終結の時までとし、当該

株主総会において本プランの継続の可否をお諮りすることといたします。 
また、本プランの導入につきましては、当社取締役会において社外取締役２名を含む当社取締役全員

の賛成により承認されており、社外監査役２名を含む当社監査役全員からも異議は述べられておりませ

ん。 

なお、会社法、金融商品取引法並びにそれらに関する規則、政令、内閣府令及び省令等に改正（法令

名の変更や旧法令を継承する新法令の制定を含みます。）があり、これらが施行された場合には、本プラ

ンにおいて引用する上記法令等の各条項は、当社取締役会が別途定める場合を除き、当該改正後のこれ

らの法令等の各条項を実質的に継承する法令の各条項に、それぞれ読み替えられるものとします。 
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Ⅰ 会社の支配に関する基本方針等 

 

１ 当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針 

当社は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者は、当社の経営理念や事業を十分に理解

する者、株主をはじめとする様々なステークホルダーとの信頼関係を維持する者、当社の企業価値

ひいては株主共同の利益を中長期的に確保し向上する者であるべきと考えます。 

上場会社である当社の株式は、株式市場を通じて多数の株主、投資家の皆様による自由な取引が

認められております。従って、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する大規模な買付等がなさ

れた場合に、当該買付等に応じるか否かは、最終的には株主の皆様の自由な意思により判断される

べきであると考えます。 

しかし、株式の大規模な買付行為や買付提案の中には、その目的等からみて企業価値ひいては株

主の共同の利益に対する明白な侵害をもたらすもの、株主に株式の売却を事実上強要するおそれの

あるものなど、対象会社の企業価値ひいては株主共同の利益に資さないものも存在します。 

当社は、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を毀損する恐れのある大規模買付行為や買付提

案をする者に対しては、会社法等関係法令及び当社定款によって許される範囲で、適切な措置を講

じることとします。 

当社の財務及び事業の方針の決定を支配する大規模な買付等を行おうとする者が現れた場合、当

該大規模買付行為等（下記Ⅲで定義されます。以下同じとします。）が、当社の企業価値ひいては株

主共同の利益に及ぼす影響を株主の皆様に適切にご判断いただくためには、大規模買付者（下記Ⅲ

で定義されます。以下同じとします。）からの必要かつ十分な情報の提供が必要不可欠であり、その

判断を適確に行うためには、大規模買付者からの情報にとどまらず、大規模買付者の提案内容等を

当社取締役会が評価・検討した結果を株主の皆様に提供することが必要です。 

そこで、当社は、本プランにおいて、①大規模買付者に株主の皆様がその是非を判断するために

必要かつ十分な情報の提供を求めるとともに、②当社取締役会として、当該大規模買付者の提案内

容が当社の企業価値ひいては株主共同の利益にどのような影響を及ぼすかを評価・検討し、必要に

応じて、大規模買付者の提案内容に対する経営方針等の当社取締役会としての代替案を提供すると

ともに、大規模買付者と当社の経営方針等に関して交渉又は協議を行うこととし、③これらを踏ま

え、株主の皆様が大規模買付行為等の是非を判断するために必要な時間を確保することを目的とし

て、以下の手続を定め、大規模買付行為等があった際には、適切な措置を講じることとします。 

そして、当社は、株主の皆様の総体的意思を尊重するべく、大規模買付者が本プランに定めた手

続を遵守する限り、当社取締役会が本プランに基づく対抗措置を発動するに当たっては、大規模買

付行為等に応じるか否かに係る当社の株主の皆様による意思表明の場として、株主総会（以下「株

主意思確認総会」といいます。）を開催することといたします。その結果、株主の皆様が大規模買付

行為等に賛同する意思を表明された場合、すなわち、当社が大規模買付行為等に対する対抗措置を

講じることに係る議案について、株主意思確認総会の普通決議によって承認可決されなかった場合、

当社取締役会といたしましては、当該大規模買付行為等が、本プランに沿って開示された条件及び

内容等に従って行われる限り、それを阻止するための行為を行いません。 

したがいまして、本プランに基づく対抗措置（具体的には新株予約権の無償割当て）は、(a)対抗

措置の発動につき株主意思確認総会による承認が得られた場合であって、かつ、大規模買付者が大

規模買付行為等を撤回しない場合、又は、(b)大規模買付者が下記Ⅲに記載した手続を遵守しない場

合にのみ、独立委員会による勧告を最大限尊重して発動されます。 
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Ⅱ 基本方針の実現に資する特別な取り組み 

 

１ 当社の企業価値及び株主の皆様共同の利益向上に向けた取り組み 

 

(1)会社の経営の基本方針 

当社グループは、1975 年の創業以来、「私たち星医療酸器グループは生命（いのち）を守る最前

線で社会に貢献しつづけます」という経営理念のもと、医療用酸素の製造・販売を出発点として、

医療現場を支える社会インフラ企業として事業を展開してまいりました。医療用酸素は患者様の生

命維持に直結する重要なライフラインであり、その安定供給を確保することは当社グループの重要

な社会的責務であると認識しております。 

高齢化社会の進展や医療・介護に対する価値観の変化、多様化する在宅医療ニーズへの対応を背

景に、当社グループは在宅医療関連事業、医療設備関連事業、介護福祉関連事業、施設介護関連事

業など周辺領域への展開を進め、医療・介護分野における事業領域の拡充と多角化を図ってまいり

ました。これらの事業を通じて、地域医療および地域包括ケアの充実に貢献しております。 

今後も当社グループは、社会・経済・制度環境の変化を的確に捉えながら、これまで培ってきた

顧客基盤および販売ネットワークを活かした事業戦略を推進してまいります。医療・介護分野にお

けるトータルソリューションの提供を通じて、医療インフラの安定的な提供という社会的使命を果

たすとともに、企業としての持続的な成長と社会貢献の両立を目指してまいります。 

 

(2)目標とする経営指標 

当社グループでは、経営の効率性および収益性を示す重要な経営指標として、「売上高営業利益率

（Operating Profit Margin）」を最重要 KPI に位置付けております。本指標は、全社レベルのみな

らず、各事業セグメントおよび営業拠点単位においても管理されており、定量的な業績評価指標と

して月次で継続的にモニタリングしております。 

現在の目標水準は 12％以上としており、これは医療・介護分野という社会的公共性の高い領域に

おいては比較的高い収益水準に位置するものであります。当社グループでは、安定的な医療サービ

スの提供と持続的な事業運営を両立させる観点から本水準を経営目標として設定しておりますが、

事業環境の変化や各種コスト上昇の影響も踏まえ、継続的な経営努力によって達成すべき指標であ

ると認識しております。 

当社グループといたしましては、本指標の着実な達成を前提としつつ、自己資本比率の向上によ

る財務体質の強化を図るとともに、安定的かつ継続的な株主還元（増配および株主優待制度の充実

等）にも取り組み、企業価値の持続的な向上とステークホルダーへの還元の両立を目指してまいり

ます。 

 

(3)中長期的な会社の経営戦略 

当社グループは、「医療用ガス関連事業」「在宅医療関連事業」「医療用ガス設備工事関連事業」「介

護福祉関連事業」「施設介護関連事業」の５つを基幹事業と位置づけ、それぞれの専門性を活かした

事業展開を推進しております。 

高齢化の進展や社会保障制度の変化、地域包括ケアシステムの推進を背景として、医療・介護サ

ービスは入院中心から在宅・地域密着型へと大きくシフトしております。当社グループはこうした

社会環境の変化を成長機会と捉え、各事業の強みを活かしながら、医療・介護の連携によるサービ

ス提供体制の強化を図ってまいります。 

また、これらの環境変化に柔軟かつ迅速に対応できる経営基盤を構築するため、営業力の強化に

加え、M&A による事業基盤の拡充、商材および販路の拡大、多様な人材の採用・育成などの施策を

推進してまいります。 
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さらに、DX の推進や業務プロセスの見直しを通じて、人的資源を含めた経営資源の最適配分と効

率的な組織運営を実現し、持続的な成長と収益基盤の強化を図ってまいります。 

 

(4)会社の対処すべき課題 

当社グループの強みは「人的資本」を基盤とした組織力にあります。医療ガスや在宅酸素療法に

おける「安定供給」への信頼は、従業員一人ひとりの誠実な取り組みによって支えられております。

日々の業務に真摯に向き合う姿勢が、お客様からの厚い信頼につながっております。また、社会全

体で進むデジタル化に対応するため、当社におきましてもＤＸ推進を一層強化し、業務効率化や柔

軟な経営体制の整備に取り組むことで変化に強い組織づくりを目指しております。さらに、働く環

境への設備投資を進め、業務効率や従業員の意欲向上を図ることで生産性の向上にも努めておりま

す。職場の整備は、質の高いサービスの提供にも直結すると考えております。高齢化の進展により、

福祉や在宅医療分野でのニーズは今後さらに高まる見通しです。当社はそうした社会の変化に的確

に応え、医療を支える一員として、持続可能な価値の創出を目指してまいります。 

 

２ コーポレート・ガバナンスに関する取り組み 

(1)コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 

当社は、上場企業としての社会的責任を認識し、株主をはじめとした顧客、取引先、従業員等か

ら信頼を獲得し、継続的な株主利益の増大を実現するため、コーポレート・ガバナンスの充実・強

化を経営の重要課題と位置付け、「経営の透明性の確保と迅速・明確な意思決定」「コンプライアン

ス経営の強化」「株主への説明責任の充実」「リスクマネジメントの構築」及び「企業倫理の確立」

に取り組んでおります。 

 

(2)企業統治の体制の概要及びその体制を採用する理由 

当社は、監査役会制度を採用しており、現在、取締役は 12 名、監査役は４名（内、社外取締役２

名、社外監査役２名）となっております。社外取締役及び社外監査役につきましては、会社の最高

権限者である代表取締役などと直接の利害関係のない有識者や経営者等から選任することにより、

経営の健全化の維持・強化を図っております。 

＜取締役会＞ 

取締役会は原則として月１回以上開催し、取締役会規程に基づき経営並びに業務執行に関す

る審議・決定報告を行っております。これらの取締役会には監査役も出席し、取締役の業務の

執行状況を監視しております。また、経営効率の向上を図るため、執行役員制度を導入してお

り、取締役数の適正化を図ることで的確かつ迅速な経営判断ができる体制を整えております。

グループ全体の運営については、当社取締役会などにおいて適宜審議及び報告が行われており

ます。なお、取締役会の経営責任を明確にし、経営環境の変化に迅速に対応できる経営体制を

構築するため、取締役の任期を選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する

定時株主総会の終結の時までと定めております。 

＜監査役会＞ 

監査役全員をもって構成し、取締役会への出席、決裁書の確認などを通じ、取締役会の意思

決定過程及び取締役の業務執行状況について監査しております。 

＜経営会議＞ 

取締役、監査役及び執行役員、幹部社員の出席のもと経営会議を原則として月１回以上開催

し、取締役会の決議事項内容、事業運営に関する法改正等の内容の連絡および各事業の予算実

績の検討と業務執行状況をチェックするとともに、グループ全体の業務運営上の問題点、リス

ク管理への対応を検討しております。 

 



 
 

5 

 

Ⅲ 本プラン（会社の支配に関する基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針

の決定が支配されることを防止するための取り組み）の内容 

 

１ 本プランの目的及び概要 

本プランは、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を最大化することを目的として、上記「会社

の支配に関する基本方針」に沿って導入されるものです。 

当社取締役会は、大規模買付行為等がなされることを受け入れるか否かの判断については、当社の

企業価値ひいては株主共同の利益の最大化の観点から、最終的には株主の皆様によってなされるべき

ものと考えております。そのため、当社は、当社株式等の大規模買付行為等に関するルールとして本

プランを設定し、大規模買付行為等に先立ち、大規模買付者に対して大規模買付行為等に関する必要

かつ十分な情報の提供を求めるとともに、当社取締役会として大規模買付行為等に関する情報を十分

に評価･検討し、大規模買付者との交渉や株主の皆様への代替案の提示等を行うための期間を確保する

ことといたします。そして、大規模買付行為等を受け入れるか、もしくは大規模買付行為等に対して

対抗措置を発動するか否かについて、株主の皆様の総体的な意思を確認するため、大規模買付者が本

プランに定めた手続を遵守する限り、当社取締役会が本プランに基づく対抗措置を発動するに当たっ

ては、株主意思確認総会を開催することとします。 

当社株式における役員及びその関係者の株式保有比率は、当社が把握する限りにおいて、約 26％と

なっております。しかしながら、当社は上場会社である以上、当社株式の処分は株主の皆様の自由な

意思に基づき行うことができ、このことは当社役員及びその関係者においても変わることがないこと

から、結果として当社役員及びその関係者の株式保有比率が低下あるいは分散化が進んでいく可能性

を否定することはできません。当社は、当社役員及びその関係者に対し、当社株式の譲渡等の処分タ

イミングや議決権行使について何ら指示等はしておらず、当社役員及びその関係者は、当社の意思と

は独立して、個々の判断で意思決定を行っております。現に、当社役員及びその関係者の一部におい

ては、当社株式の譲渡等の処分をされているようであり、今後さらに当社役員及びその関係者の株式

保有比率の低下あるいは分散化が進んでいくものと思われます。これらの事情を鑑みますと、当社の

発行する株式の流動性が大きく増し、今後当社株式に対して企業価値ひいては株主共同の利益を毀損

するような大規模な買付行為等がなされる可能性は否定することができません。 

以上のことから、当社は、当社株式等に対する大規模買付行為等が一定の合理的なルールに従って

行われることが、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益の最大化に資すると考え、当社株

式等の大規模買付行為等がなされた場合における情報提供等に関する一定のルールを設定するととも

に、対抗措置の発動手続等を定めた本プランを導入することといたしました。 

なお、2026 年３月末日現在における当社の大株主の状況は、別紙１「当社の大株主の状況」のとお

りであり、現時点において、当社の株主を含む特定の第三者から当社株式等の大規模買付行為等を行

う旨の通告又は提案等を受けている事実はありません。 

 

２ 独立委員会の設置 

本プランを適正に運用し、取締役会によって恣意的な判断がなされることを防止し、その判断の客観

性・合理性を担保するため、独立委員会規程（概要につきましては、別紙２をご参照ください。）に基

づき、独立委員会を設置いたします。独立委員会の委員は３名以上とし、公正で中立的な判断を可能と

するため、当社の業務執行から独立している社外取締役又は社外有識者（実績のある会社経営者、弁護

士、公認会計士、コンサルタントその他の専門家等）のいずれかに該当する者の中から選任します。本

プラン導入後における独立委員会委員候補者の氏名・略歴は別紙３に記載のとおりです。  

当社取締役会は、対抗措置の発動に先立ち、独立委員会に対し対抗措置の発動の是非その他本プラン

に則った対応を行うに当たって必要な事項について諮問し、独立委員会は、当社の企業価値ひいては株

主共同の利益の向上の観点から大規模買付行為等について慎重に評価・検討の上で、当社取締役会に対
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し対抗措置を発動すべき状態にあるか否か等についての勧告を行うものとします。当社取締役会は、独

立委員会の勧告を最大限尊重した上で対抗措置の発動等について決定することとします。独立委員会の

勧告内容については、その概要を適宜公表することとします。  

なお、独立委員会の判断が、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に資するようになされることを

確保するために、独立委員会は、必要に応じて当社の費用で、独立した第三者である外部専門家（ファ

イナンシャル・アドバイザー、弁護士、公認会計士、コンサルタントその他の専門家等）の助言を得る

ことができるものとします。  

 

３ 対象となる大規模買付行為等 

  本プランにおいて、「大規模買付行為等」とは、 

① 特定株主グループ1の議決権割合2を 20%以上とすることを目的とする当社株券等3の買付行為（公

開買付けの開始を含みますが、それに限りません。）、 

② 結果として特定株主グループの議決権割合が 20%以上となるような当社株券等の買付行為（公開

買付けの開始を含みますが、それに限りません。）、 

又は 

③ 上記①若しくは②に規定される各行為の実施の有無にかかわらず、当社の特定株主グループが、

当社の他の株主（複数である場合を含みます。以下本③において同じとします。）との間で行う

行為であり、かつ、当該行為の結果として当該他の株主が当該特定株主グループの共同保有者

に該当するに至るような合意その他の行為、又は当該特定株主グループと当該他の株主との間

にその一方が他方を実質的に支配し若しくはそれらの者が共同ないし協調して行動する関係4

を樹立するあらゆる行為5（但し、当社が発行者である株券等につき当該特定の株主と当該他の

株主の議決権割合の合計が 20%以上となるような場合に限ります。） 

を意味し（いずれも事前に当社取締役会が同意したものを除きます。）、「大規模買付者」とは、かかる大

規模買付行為等を自ら単独で又は他の者と共同ないし協調して行う又は行おうとする者を意味します。 

 

４ 対抗措置の発動に至るまでの手続 

                                                
1 特定株主グループとは、(i)当社の株券等（金融商品取引法第27条の23第1項に規定する株券等をいいます。）の保有者（同法第27条の23第1項に

規定する保有者をいい、同条第3項に基づき保有者に含まれる者を含みます。）及びその共同保有者（同法第27条の23第5項に規定する共同保有者を

いい、同条第6項に基づき共同保有者とみなされる者を含みます。以下同じとします。）、(ii)当社の株券等（同法第27条の2第1項に規定する株券等

をいいます。）の買付け等（同法第27条の2第1項に規定する買付け等をいい、取引所金融商品市場において行われるものを含みます。）を行う者及び

その特別関係者（同法第27条の2第7項に規定する特別関係者をいいます。以下同じとします。）、(iii)上記(i)又は(ii)の者の関係者（(ｱ)これらの者

との間にフィナンシャル・アドバイザリー契約を締結している投資銀行、証券会社その他の金融機関その他これらの者と実質的利害を共通にしている者、

(ｲ)これらの者の公開買付代理人、弁護士、会計士その他のアドバイザー又は(ｳ)これらの者が実質的に支配し若しくはこれらの者と共同ないし協調して

行動する者として当社取締役会が合理的に認めた者（なお、(ｳ)に該当するか否かの判定は、注 4 記載の本文③所定の関係の樹立を判定する基準を準用

するものとします。）を併せたグループをいいます。）並びに(iv)上記(i)乃至本(iv)に該当する者から市場外の相対取引又は東京証券取引所の市場内立

会外取引（ToSTNeT-1）により当社の株券等を譲り受けた者を意味します。 
2 議決権割合とは、特定株主グループの具体的な買付方法に応じて、(i)特定株主グループが当社の株券等（金融商品取引法第27条の23第1項に規定す

る株券等をいいます。）の保有者及びその共同保有者である場合の当該保有者の株券等保有割合（同法第27条の23第4項に規定する株券等保有割合を

いいます。この場合においては、当該保有者の共同保有者並びに注 1 の(iii)及び(iv)記載の者の保有株券等の数（同項に規定する保有株券等の数をい

います。）も計算上考慮されるものとします。）又は(ii)特定株主グループが当社の株券等（同法第27条の2第1項に規定する株券等をいいます。）の買

付け等を行う者及びその特別関係者である場合の当該買付け等を行う者及び当該特別関係者並びに注 1 の(iii)及び(iv)記載の者の株券等所有割合（同

法第27条の2第8項に規定する株券等所有割合をいいます。）の合計をいいます。株券等保有割合又は株券等所有割合の算出に当たっては、発行済株式

の総数（同法第27条の23第4項に規定するものをいいます。）及び総議決権の数（同法第27条の2第8項に規定するものをいいます。）は、有価証券

報告書、半期報告書及び自己株券買付状況報告書のうち直近に提出されたものを参照することができるものとします。 
3 株券等とは、金融商品取引法第27条の2第1項又は第27条の23第1項に規定する株券等を意味します。 
4 「当該特定株主グループと当該他の株主との間にその一方が他方を実質的に支配し若しくはそれらの者が共同ないし協調して行動する関係」が樹立さ

れたか否かの判定は、新たな出資関係、業務提携関係、取引ないし契約関係、役員兼任関係、資金提供関係、信用供与関係、当社株券等の買い上がりの

状況、当社株券等に係る議決権行使の状況、デリバティブや貸株等を通じた当社株券等に関する実質的な利害関係等の形成や、当該特定株主グループ及

び当該他の株主が当社に対して直接・間接に及ぼす影響等を基礎として共同協調行為等の認定基準（別紙４。但し、独立委員会は、法令等の改正又は裁

判例の動向等に照らして、合理的範囲内で当該基準を改定できるものとします。）に基づいて行うものとします。 
5 本文の③所定の行為がなされたか否かの判断は、当社取締役会が合理的に判断するものとします（かかる判断に当たっては、独立委員会の勧告を最大

限尊重するものとします。）。なお、当社取締役会は、本文の③所定の要件に該当するか否かの判定に必要とされる範囲において、当社の株主に対して必

要な情報の提供を求めることがあります。 
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(1) 意向表明書の提出 

大規模買付者には、大規模買付行為等の実行に先立ち、当社取締役会に対して、当該大規模買付者

が大規模買付行為等に際して本プランに定める手続を遵守する旨の誓約文言等を記載した書面（以下

「意向表明書」といいます。）を当社の定める書式により、日本語で提出していただきます。 

具体的には、意向表明書には、以下の事項を記載していただくとともに、大規模買付者が会社その

他の法人である場合には、その定款、履歴事項全部証明書（又はそれらに相当するもの）並びに直近

５事業年度における単体及び連結ベースでの貸借対照表及び損益計算書を、併せて提出していただき

ます。 

① 大規模買付者の概要 

イ) 氏名又は名称及び住所又は所在地 

ロ) 大規模買付者が会社その他の法人である場合には、その代表者、取締役（又はそれに相当す

る役職。以下同じとします。）及び監査役（又はそれに相当する役職。以下同じとします。）

それぞれの氏名及びその過去 10 年間の経歴 

ハ) 大規模買付者が会社その他の法人である場合には、その目的及び事業の内容 

ニ) 大規模買付者が会社その他の法人である場合には、その直接・間接の大株主又は大口出資者

（持株割合又は出資割合上位 10 名）及び実質支配株主（出資者）の概要 

ホ) 国内連絡先 

ヘ) 大規模買付者が会社その他の法人である場合には、その設立準拠 

ト) 主要な出資先の名称、本社所在地及び事業内容並びにそれら主要出資先に対する持株割合な

いし出資割合 

② 大規模買付者が現に保有する当社の株券等の数、及び意向表明書提出前60日間における大規模買

付者の当社の株券等の取引状況 

③ 大規模買付者が提案する大規模買付行為等の概要（大規模買付者が大規模買付行為等により取得

を予定する当社の株券等の種類及び数、並びに大規模買付行為等の目的（支配権取得若しくは経

営参加、純投資若しくは政策投資、大規模買付行為等の後の当社の株券等の第三者への譲渡等、

又は重要提案行為等6その他の目的がある場合には、その旨及び内容。なお、目的が複数ある場

合にはそのすべてを記載していただきます。）を含みます。） 

 

(2) 必要情報の提供要請 

当社取締役会は、当社が大規模買付者から意向表明書を受領した日の翌日から起算して10営業日以内

に、大規模買付者に対して大規模買付行為等に関する情報（以下「必要情報」といいます。）について

記載した書面（以下「必要情報リスト」といいます。）を交付し、大規模買付者には、必要情報リスト

の記載にしたがい、必要情報を当社取締役会に書面にて提出していただきます。 

必要情報の一般的な項目は別紙５のとおりです。その具体的内容は、大規模買付者の属性及び大規模

買付行為等の内容によって異なりますが、いずれの場合も株主の皆様のご判断及び当社取締役会として

の意見形成のために必要かつ十分な範囲に限定するものとします。  

当社取締役会は、本プランに定められた手続の迅速な運用を図る観点から、必要に応じて、大規模買

付者に対し情報提供の期限（最初に必要情報リストを交付した日から起算して60日間を上限とします。

以下「情報提供期間」といいます。）を設定することがあります。但し、大規模買付者から合理的な理

由に基づく延長要請があった場合は、情報提供期間を延長することができるものとします。 

上記に基づき、当初提出された必要情報について当社取締役会が精査した結果、当該必要情報が大規

模買付行為等を評価・検討するための情報として必要十分でないと考えられる場合には、当社取締役会

は、情報提供期間内で、大規模買付者に対して追加的に情報提供を求める（かかる判断にあたっては独

                                                
6 金融商品取引法第 27 条の 26 第 1 項、金融商品取引法施行令第 14 条の８の２第 1 項、及び株券等の大量保有の状況の開示に関

する内閣府令第 16 条に規定される「重要提案行為等」をいいます。以下同じとします。 
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立委員会の判断を最大限尊重します。）ことがあります。但し、大規模買付行為等の情報の具体的な内

容は大規模買付行為等の内容及び規模によって異なることもあり得るため、当社取締役会は、大規模買

付行為等の内容及び規模並びに大規模買付行為等の情報の具体的な提供状況を考慮して、情報提供期間

満了時までに提供された情報が株主の皆様による適切な判断並びに当社取締役会及び独立委員会によ

る意見形成及び代替案立案のために不十分と認められる場合には、独立委員会の勧告に基づき、情報提

供期間を最長30日間延長することができるものとします。これらの場合、当社取締役会は、独立委員会

の意見を最大限尊重するものとします。 

当社取締役会に提供された必要情報は、独立委員会に提出するとともに、株主の皆様の判断のために

必要であると認められる場合には、当社取締役会が適切と判断する時点で、その全部又は一部を公表い

たします。 

なお、当社取締役会は、大規模買付者から大規模買付行為等の提案がなされた事実等について、法令

及び当社が上場する金融商品取引所規則等に従って適時・適切に開示を行います。 

 

(3) 取締役会評価検討期間 

当社取締役会は、大規模買付行為等の評価等の難易度に応じ、必要情報の提供が完了した日又は情報

提供期間満了日のうち何れか早い日の翌日後、対価を現金（円価）のみとする公開買付けによる当社全

株式の買付けの場合は最長60日間、その他の大規模買付行為等の場合は最長90日間を当社取締役会によ

る評価、検討、交渉、意見形成、代替案立案のための期間（以下「取締役会評価検討期間」といいます。）

として設定します。なお、取締役会評価検討期間は、評価・検討のために不十分であると取締役会及び

独立委員会が合理的に認める場合に限り、合理的な範囲で延長できるものとしますが、延長の期間は最

大30日間とします。その場合は、具体的延長期間及び当該延長期間が必要とされる具体的理由を買付者

等に通知するとともに株主及び投資家の皆様に開示いたします。 

取締役会評価検討期間中、当社取締役会は、必要に応じて独立委員会とは別の独立した第三者である

外部専門家（ファイナンシャル・アドバイザー、公認会計士、弁護士、コンサルタントその他の専門家）

等の助言を受けつつ、提供された必要情報を十分に評価・検討し、独立委員会からの勧告を最大限尊重

した上で、当社取締役会として意見を慎重にとりまとめ、公表いたします。また、必要に応じ、大規模

買付者との間で大規模買付行為等に関する条件改善について交渉し、当社取締役会として株主の皆様へ

代替案を提示することもあります。 

大規模買付行為等は、取締役会評価検討期間の経過後（但し、株主意思確認総会を開催する場合、株

主意思確認総会において対抗措置の発動に関する議案が否決された場合には株主意思確認総会の終結

後とし、株主意思確認総会において対抗措置の発動に関する議案が可決された場合には株主意思確認総

会の終結後速やかに開催される当社取締役会終結後）にのみ開始することができるものとします。 

 

(4) 大規模買付行為等が実施された場合の対応 

① 大規模買付者が本プランに定めた手続を遵守する場合 

大規模買付者が本プランに定めた手続を遵守する場合、当社取締役会は、大規模買付者から

提供された必要情報その他一切の事情を勘案の上、独立委員会の意見を最大限尊重し、大規模

買付行為等の評価、検討、交渉、意見形成、代替案の立案等を行います。その上で、当社取締

役会として、大規模買付行為等がなされることに反対であり、大規模買付行為等が当社の企業

価値ひいては株主共同の利益を著しく損なうと合理的な根拠をもって判断した場合には、取締

役会評価検討期間内に株主意思確認総会を開催することを決定し、当該決定後速やかに株主総

会を開催します。 

なお、以下の(i)から(x)のいずれかに該当すると合理的な根拠をもって判断できる場合には、

当社取締役会は、原則として当社の企業価値ひいては株主共同の利益を著しく損なうと判断す

るものとします。もっとも、かかる判断は、大規模買付行為等が当社の企業価値ひいては株主
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共同の利益を著しく損なうと合理的な根拠をもって判断できる場合に限って行うものであり、

以下の(i)から(x)のいずれかに形式的に該当することのみをもって行うものではありません。 

(i) 真に会社経営に参加する意思がないにもかかわらず、ただ株価をつり上げて高値で

株式を会社関係者に引き取らせる目的で株式の買付けを行っている場合（いわゆる

グリーンメイラーである場合）ないし当社株券等の取得目的が主として短期の利鞘

の獲得にある場合 

(ii) 会社経営を一時的に支配して当社の事業経営上必要な知的財産権、ノウハウ、企業

秘密情報、主要取引先や顧客等を大規模買付者やそのグループ会社等に移譲させる

等、いわゆる焦土化経営を行う目的で株式の買付けを行っている場合 

(iii) 会社経営を支配した後に、当社の資産を大規模買付者やそのグループ会社等の債務

の担保や弁済原資として流用する予定で株式の買付けを行っている場合 

(iv) 会社経営を一時的に支配して当社の事業に当面関係していない不動産、有価証券等

高額資産等を売却等処分させ、その処分利益をもって一時的に高配当をさせるかあ

るいは一時的高配当による株価の急上昇の機会を狙って株式の高価売り抜けをす

る目的で株式の買付けを行っている場合 

(v) 当社の経営には特に関心を示したり、関与したりすることもなく、当社の株式を取

得後、様々な策を弄して、もっぱら短中期的に当社の株式を当社自身や第三者に転

売することで売却益を獲得しようとし、最終的には当社の資産処分まで視野に入れ

てひたすら自らの利益を追求しようとするものである場合 

(vi) 大規模買付者の提案する当社株券等の取得条件（買付対価の種類、価額及びその算

定根拠、内容、時期、方法、違法性の有無、実現可能性を含みますがこれらに限り

ません。）が、当社の企業価値に照らして不十分または不適切なものであると合理

的な根拠をもって判断される場合 

(vii) 大規模買付者の提案する当社株式の買付方法が、いわゆる強圧的二段階買収（最初

の買付けで当社の株式の全部の買付けを勧誘することなく、二段階目の買付条件を

不利に設定し、あるいは明確にせず、又は上場廃止等による将来の当社株券等の流

通性に関する懸念を惹起せしめるような形で公開買付け等の株式の買付けを行う

ことをいいます。）等の、株主の皆様の判断の機会又は自由を制約し、事実上、株

主の皆様に当社の株式の売却を強要するおそれがあると判断される場合部分的公

開買付け（当社株券等の全てではなく、その一部のみを対象とする公開買付け）な

どに代表される、構造上株主の皆様の判断の機会または自由を制約するような強圧

的な方法による買収である場合 

(viii) 大規模買付者による支配権獲得により、顧客、従業員、地域社会その他の利害関係

者との関係が悪化すること等によって、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を

著しく損なうと判断される場合又は当該利益の確保および向上を著しく妨げるお

それがあると合理的な根拠をもって判断される場合 

(ix) 大規模買付者が支配権を取得する場合の当社の企業価値が、中長期的な将来の企業

価値との比較において、当該大規模買付者が支配権を取得しない場合の当社の企業

価値と比べて明らかに劣後するため、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を著

しく毀損すると判断される場合 

(x) 大規模買付者の経営陣又は主要株主若しくは出資者に反社会的勢力又はテロ関連

組織と関係を有する者が含まれている場合等、大規模買付者が当社の支配株主とし

て不適切であると合理的な根拠をもって判断される場合 

株主意思確認総会の開催に際しては、当社取締役会は、大規模買付者が提供した必要情報、

必要情報に対する当社取締役会の意見、当社取締役会の代替案その他当社取締役会が適切と判
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断する事項、独立委員会の勧告又は意見等を記載した書面を、株主の皆様に対し、株主総会招

集通知とともに送付し、適時・適切にその旨を開示します。株主の皆様には、大規模買付行為

等に関する情報をご検討いただいた上で、大規模買付行為等がなされることを受け入れるか否

かについてのご判断を、当社取締役会が提案する対抗措置の発動に関する議案に対する賛否の

形で表明していただくことになります。そして、当該議案について株主意思確認総会に出席さ

れた議決権を行使できる株主の皆様の議決権の過半数の賛成が得られた場合には、当該対抗措

置の発動に関する議案が承認されたものとします。株主意思確認総会において対抗措置の発動

又は不発動について決議された場合、当社取締役会は、その決議に従うものとします。具体的

には、株主意思確認総会において対抗措置を発動することを内容とする議案が否決された場合

には、当社取締役会は対抗措置を発動いたしません。他方、株主意思確認総会において対抗措

置を発動することを内容とする議案が可決された場合には、大規模買付者が大規模買付行為等

を撤回しない限り、その終結後、速やかに、当社取締役会において対抗措置を発動するために

必要となる決議を行います。株主意思確認総会の結果は、決議後適時・適切に開示いたします。 

 

② 大規模買付者が本プランに定めた手続を遵守しない場合 

大規模買付者が本プランに定めた手続を遵守しない場合には、具体的な買付方法の如何にかか

わらず、当社取締役会は、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を守ることを目的として、対

抗措置を発動し、大規模買付行為等に対抗する場合があります。対抗措置の発動については、独

立委員会の勧告を受けた上で決定することとしますが、独立委員会の勧告に基づいて、上記①に

準じて株主意思確認総会を開催し、当社取締役会が提案する対抗措置の発動に関する議案に対す

る賛否の形での意見表明を求めることがあります。 

経済産業省に設置された企業価値研究会の2008年6月30日付け報告書「近時の諸環境の変化を

踏まえた買収防衛策の在り方」においても、恣意的な運用がなされないのであれば、「株主が買

収の是非を適切に判断するための時間や情報を確保する場合や、被買収者の取締役会が、株主の

ために、買収者との交渉を通じてより良い買収条件を引き出すための交渉機会を確保する場合に

おいては、当該取締役会が買収防衛策を導入し、更に、合理的と認められる範囲の手続に反して

一時停止しない買収者に対し、これを発動することが認められうる。」とされているところです。 

なお、本プランに定めた手続を遵守したか否かを判断するにあたっては、大規模買付者側の事

情をも合理的な範囲で十分勘案し、少なくとも必要情報の一部が提出されないことのみをもって

本プランに定めた手続を遵守しないと認定することはしないものとします。 

また、当社取締役会は、大規模買付者が本プランに定めた手続を遵守したか否かの判断、及び

大規模買付者が本プランに定めた手続を遵守しなかったものとして対抗措置を発動すべきか否

かの判断に際し、独立委員会の意見又は勧告を最大限尊重するものとします。    

 

５ 対抗措置の概要 

当社取締役会は、上記４の手続に従い、対抗措置を発動する場合、独立委員会の勧告を最大限尊重

し、対抗措置の発動に関する会社法上の機関としての決定を行います。 

この場合、当社取締役会は具体的対抗措置として、新株予約権の無償割当てを行いますが、その概

要は原則として別紙６に記載のとおりです。実際に新株予約権の無償割当てを行う場合には、議決権

割合が一定割合以上の特定株主グループに属さないことを新株予約権の行使条件とするなど、対抗措

置としての効果を勘案した条件を設けます。 

 

６ 株主及び投資家の皆様への影響 

(1) 本プラン導入時に本プランが株主及び投資家の皆様へ与える影響 

本プランの導入時には、新株予約権の無償割当ては実施されません。従って、本プランがその導入
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時に株主及び投資家の皆様の権利及び経済的利益に直接的具体的な影響を与えることはありません。 

 

(2) 新株予約権の無償割当て時に株主及び投資家の皆様へ与える影響 

当社取締役会が、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を守ることを目的として、対抗措置（具

体的には新株予約権の無償割当て）を講じる場合であっても、当該対抗措置の仕組み上、株主の皆様

（別紙６「新株予約権無償割当ての概要」5．に定める非適格者を除きます。次号(3)においても同じ

です。）が法的権利又は経済的側面において格別の損失を被るような事態が生じることは想定しており

ません。 

一方、別紙６「新株予約権無償割当ての概要」5．に定める非適格者に該当する株主については、対

抗措置が発動された場合、結果的に、その法的権利又は経済的側面において不利益が発生する可能性

があります。 

当社取締役会が具体的な対抗措置を講じることを決定した場合には、法令及び当社が上場する金融

商品取引所規則等に従って適時・適切に開示を行います。 

なお、当社は、株主意思確認総会において対抗措置を発動することを内容とする議案が可決された

後（新株予約権の無償割当ての効力発生後を含みます。）においても、例えば、大規模買付者が大規模

買付行為等を撤回した等の事情により、新株予約権の行使期間開始日の前日までに、新株予約権の割

当てを中止し、又は当社が新株予約権に当社株式を交付することなく無償にて新株予約権を取得する

ことがありますが、これらを行うか否かは、独立委員会の勧告を最大限尊重した上で、当社取締役会

で決定いたします。これらの場合には、1 株当たりの株式の価値の希釈化が生じることを前提にして

売却等を行った株主又は投資家の皆様は、株価の変動により相応の損害を被る可能性があります。 

 

(3) 本新株予約権の無償割当て時に株主の皆様に必要となる手続 

対抗措置として、新株予約権の無償割当てを実施する場合には、株主の皆様は引受けの申込みを要

することなく新株予約権の割当てを受け、また当社が新株予約権の取得の手続をとることにより、新

株予約権の行使価額相当の金銭を払い込むことなく当社による新株予約権の取得の対価として当社株

式を受領することになるため、申込みや払込み等の手続は必要となりません。但し、この場合当社は、

新株予約権の割当てを受ける株主の皆様に対し、別途ご自身が大規模買付者等でないこと等を誓約す

る当社所定の書式による書面のご提出を求めることがあります。 

これらの手続きの詳細につきましては、実際にこれらの手続きが必要となった際に、法令及び当社

が上場する金融商品取引所規則等に従って適時・適切に開示を行います。 

 

７ 本プランの合理性を高める仕組み 

当社では、本プランの設計に際して、以下の諸点を考慮することにより、本プランが上記Ⅰの会社

の支配に関する基本方針に沿い、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に合致するものであり、当

社の会社役員の地位の維持を目的とするものではなく、高い合理性を有していると考えております。 

 

(1) 買収への対応方針に関する指針等の趣旨を踏まえたものであること 

本プランは、経済産業省及び法務省が 2005 年 5 月 27 日に発表した「企業価値・株主共同の利益

の確保又は向上のための買収防衛策に関する指針」の定める三原則（企業価値・株主共同の利益の

確保・向上の原則、事前開示・株主意思の原則、必要性・相当性確保の原則）、経済産業省が 2023

年８月 31 日に発表した「企業買収における行動指針―企業価値の向上と株主利益の確保に向けて―」

の定める３つの原則（企業価値・株主共同の利益の原則、株主意思の原則、透明性の原則）、経済産

業省に設置された企業価値研究会が 2008 年 6 月 30 日に発表した報告書「近時の諸環境の変化を踏

まえた買収防衛策の在り方」及び株式会社東京証券取引所が 2015 年 6月 1日に公表した「コーポレ

ートガバナンス・コード」（2021 年 6 月 11 日最終改訂）の「原則 1-5 いわゆる買収防衛策」の趣旨
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を踏まえたものとなっており、これらの指針等に定められる要件は、本プランにおいても充足され

ています。 

 

(2) 株主共同の利益の確保・向上の目的をもって導入されていること 

本プランは、上記１「本プランの目的及び概要」に記載のとおり、当社株券等に対する大規模買

付行為等に際し、当該大規模買付行為等に応じるべきか否かを株主の皆様が判断し、あるいは当社

取締役会が代替案を提示するために必要な情報や時間を確保し、又は株主の皆様のために買付者等

と交渉を行うこと等を可能とすることにより、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保し、

向上させるという目的をもって導入されているものです。 

 

(3) 事前の開示（予見可能性） 

当社は、下記(4)「株主意思を直接的に反映するものであること（取締役の恣意的判断の排除）」

に記載のとおり限定された場面において本プランに基づいて対抗措置を発動することができること

を含め株主及び投資家の皆様並びに大規模買付者の予見可能性を高め、株主の皆様に適正な選択の

機会を確保するため、本プランを予め開示するものです。 

また、当社は今後も、法令及び当社が上場する金融商品取引所規則等に従って適時・適切に開示

を行います。 

 

(4) 株主意思を直接的に反映するものであること（取締役の恣意的判断の排除） 

大規模買付者が本プランに定めた手続を遵守する限り、当社取締役会が本プランに基づいて対抗

措置を発動することができる場面を、株主意思確認総会において対抗措置発動の決議がされた場合

に限定しております。したがって、対抗措置の発動の適否の判断に際しても、株主の皆様のご意思

が直接的に反映される設計としております。 

 

(5) 外部専門家の意見の取得 

上記４(3)「取締役会評価検討期間」に記載のとおり、当社取締役会は、必要に応じて独立委員会

とは別の独立した第三者である外部専門家（ファイナンシャル・アドバイザー、公認会計士、弁護

士、コンサルタントその他の専門家）等の助言を受けつつ、提供された必要情報を十分に評価・検

討を実施します。これにより当社取締役会の判断の客観性および合理性が担保されることになりま

す。 

 

(6) 独立性の高い社外者の判断の重視（取締役の恣意的判断の排除） 

上記４(4)「大規模買付行為等が実施された場合の対応」に記載のとおり、本プランの必要性及び

相当性を確保し、取締役の保身のために本プランが濫用されることを防止するため、対抗措置の発

動の是非その他本プランに則った対応を行うに当たって必要な事項について、当社の業務執行を行

う経営陣から独立している委員で構成される独立委員会へ諮問し、同委員会の勧告を受け、当該勧

告を最大限尊重することとしており、取締役の恣意的判断を排除し、当社の企業価値ひいては株主

共同の利益に資するよう、本プランの透明な運用を担保するための手続も確保されております。 

 

(7) デッドハンド型及びスローハンド型の対応方針ではないこと 

本プランは、当社の株主総会において選任された取締役により構成される取締役会によって廃止

することが可能です。したがいまして、本プランは、デッドハンド型の対応方針（取締役会の構成

員の過半数を交代させてもなお、発動を阻止できない対応方針）ではありません。 

また、当社は、取締役の任期は 1 年であり、期差任期制を採用していないため、スローハンド型

の対応方針（取締役会の構成員の交替を一度に行うことができないため、その発動を阻止するのに
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時間を要する対応方針）ではありません。 

 

８ 本プランの廃止の手続及び有効期間 

本プランの有効期限は、次回定時株主総会の終結の時までとし、次回定時株主総会において、本プ

ランの継続についてお諮りすることにより、株主の皆様のご承認を得ることといたします、なお、次

回定時株主総会において、本プランの継続を株主の皆様にご承認いただいた場合には、本プランの有

効期間は、次回定時株主総会の終結の時から３年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する

当社定時株主総会の終結の時まで延長されるものとし、以後も同様といたします。また、次回定時株

主総会において、株主の皆様からのご承認を得られなかった場合には、次回定時株主総会の終結の時

をもって本プランは廃止されるものといたします。 

加えて、本プランは、①当社株主総会において本プランを廃止する旨の決議が行われた場合、②当

社取締役会により本プランを廃止する旨の決議が行われた場合には、その時点で廃止されるものとし

ます。 

また、本プランの有効期間中であっても、当社取締役会は、企業価値ひいては株主共同の利益の向

上の観点から随時見直しを行い、独立委員会の賛同を得た上で、取締役会決議により、本プランの変

更を行うことがあります。当社取締役会において、本プランについて継続、変更、廃止等の決定を行

った場合には、その内容を速やかに公表します。 

なお、当社取締役会は、本プランの有効期間中であっても、本プランに関する法令、当社が上場す

る金融商品取引所規則等の新設又は改廃が行われ、かかる新設又は改廃を反映するのが適切である場

合、誤字脱字等の理由により字句の修正を行うのが適切である場合等、株主の皆様に不利益を与えな

い場合には、必要に応じて独立委員会の賛同を得た上で、本プランを修正又は変更する場合がありま

す。 

 

以 上 
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別紙１ 

当社の大株主の状況 

2026 年３月 31日現在の当社の大株主の状況は以下のとおりです。 

株主名 
当社への出資状況 

持株数（千株） 持株比率（％） 

星医療酸器取引先持株会 576,860 18.460 

ＵＨＰａｒｔｎｅｒｓ２投資事業有限責任組合 234,300 7.497 

光通信ＫＫ投資事業有限責任組合 213,200 6.822 

一星社株式会社 200,000 6.400 

星 幸男 148,360 4.747 

星 孝子 110,360 3.531 

星 昌成 100,420 3.213 

星医療酸器従業員持株会 67,347 2.155 

ＵＨＰａｒｔｎｅｒｓ３投資事業有限責任組合 63,000 2.016 

小池酸素工業株式会社 59,895 1.916 

※ 当社は自己株式（295,100 株）を保有しておりますが、上記大株主の記載からは除いております。 

また、持株比率は自己株式を控除して計算しております。 
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別紙２ 

独立委員会規程の概要 

 

 独立委員会は、当社取締役会の決議により設置する。  

 

 独立委員会の委員は３名以上とし、公正で中立的な判断を可能とするため、当社の業務執行から独

立している社外取締役又は社外有識者（実績のある会社経営者、弁護士、公認会計士、コンサルタ

ントその他の専門家等）のいずれかに該当する者の中から、当社取締役会の決議に基づき選任され

る。  

 

 独立委員会は、大規模買付者が本プランに定められた手続を遵守したか否かの判断、大規模買付行

為等が当社の企業価値及び株主共同の利益を著しく損なうと認められるか否かの判断、対抗措置の

発動不発動の判断、一旦発動した対抗措置の停止の判断など、当社取締役会から諮問のある事項に

ついて、原則としてその決定の内容を、その理由及び根拠を付して当社取締役会に対して勧告する。

なお、独立委員会の各委員は、こうした決定にあたっては、当社の企業価値ひいては株主共同の利

益に資するか否かの観点からこれを行うこととする。  

 

 独立委員会は、当社の費用で、必要に応じて独立した第三者である外部専門家（ファイナンシャル・

アドバイザー、弁護士、公認会計士、コンサルタントその他の専門家等）の助言を得ることができ

るものとする。  

 

 独立委員会の決議は、全会一致をもってこれを行う。  

 

以 上 
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別紙３ 

独立委員会の委員の略歴 

 

本プラン導入後の独立委員会の委員候補者及びその略歴は、以下のとおりであります。 
 

【氏名】石尾 肇 

【略歴】1984 年 11 月 監査法人西方会計士事務所（現 有限責任監査法人トーマツ）入所 

    1988 年３月 公認会計士登録 

    1988 年 12 月 石尾公認会計士事務所開設 同所所長（現任） 

    1988 年 12 月 税理士登録 

    1998 年６月 監査法人エーマック（現 監査法人ＭＭＰＧエーマック）代表社員（現任） 

    2009 年６月 当社監査役（現任） 

    2025 年３月 公益財団法人結核予防会理事（現任） 

    現在に至る 

 

【氏名】八木 雄一 

【略歴】2003 年 10 月 三本勝己税理士事務所入所 

    2005 年１月 辻・本郷税理士法人入所 

    2014 年 11 月 税理士登録 

    2016 年６月 八木税理士事務所開設 同所長（現任） 

           八木コンサルティング株式会社設立 代表取締役（現任） 

    2019 年６月 当社取締役（現任） 

    現在に至る 

 

【氏名】飯塚 孝徳 

【略歴】1996 年４月 弁護士登録（第一東京弁護士会所属） 

          原田・尾崎・服部法律事務所（現 尾崎法律事務所）勤務 

    1998 年６月 SE ホールディングス・アンド・インキュベーションズ株式会社社外監査役 

    2009 年４月 飯塚総合法律事務所入所（現任） 

        10 月 株式会社企業再生支援機構（現 株式会社地域経済活性化支援機構）出向 

    2011 年 10 月 原子力損害賠償紛争解決センター仲介委員（現任） 

    2018 年６月 SE ホールディングス・アンド・インキュベーションズ株式会社社外取締役（監査 

等委員）（現任） 

    2021 年６月 当社取締役（現任） 

    現在に至る 

 

（注） 1.石尾 肇氏、八木 雄一氏及び飯塚 孝徳氏につきましては、東京証券取引所の有価証券上場規 

程に定める独立役員として指定し、同取引所に届出をしております。 

2.上記独立委員会の各委員候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。 
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別紙４ 

 

共同協調行為等の認定基準 

 

※ 認定は、認定の対象者（その親会社、子会社、その他認定の対象者と同一視すべき主体を含む。以

下「認定対象者」という。）について、下記の各項目の要素に加え、当社の特定の株主との間での意

思の連絡が「ない」ことを窺わせる直接・間接の事実の有無についても勘案した上で、総合判断の

方法により行われるべきものとする。 

※ 以下「当社の特定の株主」には、当該特定の株主の親会社及び子会社、並びに当該特定の株主、そ

の親会社及び子会社の役員及び主要株主を含むものとする。 

 

1. 当社株式等を取得している時期が、当社の特定の株主による当社株式等の取得又は重要提案行為等

の買収に向けた行動が行われている期間と重なり合っているか 

2. 取得した当社株式等の数量が相当程度の数量に達しているか 

3. 当社株式等の取得を開始した時期が、当該特定の株主による当社株式等の取得の開始、当社に対す

る経営支配権の取得・重要提案行為をすること等の意向の表明など、当該特定の株主による当社の

買収に向けた行動が開始された時期に近接し、又は本プランに係る議題を目的事項に含む株主総会

の基準日など、当該特定の株主の行動に関連するイベントと近接しているか 

4. 市場における当社株式等の取引状況が異常な時期（例えば、平均的な出来高に比して著しく出来高

が膨らんでいたり、株価が先行する時期の平均株価に比して著しく急騰したりする時期）において、

時期を同じくして当社株券等を取得しているなど、当該特定の株主による当社株券等の取得の時期

及び態様（例えば、信用買い等を駆使しているかどうか）の特徴との間に共通性がみられるか 

5. 当該特定の株主が株式等を取得している（又は取得していた）他の上場会社の株式等を取得してい

たことがあり、かつ、その取得時期や保有期間が当該特定の株主のそれと重なり合っているか 

6. 上記 5.の重なり合う期間において、当該他の上場会社（当該特定の株主とともに認定対象者が株主

となっていた他の上場会社）に対する株主権（共益権）の行使が当該特定の株主のそれに同調した

ものであったか。同調したものであったとした場合に、その株主権の種類、内容、株主権行使の結

果等に照らして、その同調の程度はどの程度か 

7. 上記 5.記載の当該他の上場会社において、当該認定対象者及び当該特定の株主（並びに当該認定対

象者以外の者で当該特定の株主と同調して議決権等の共益権の行使を行った株主がいる場合には当

該株主）による議決権等の共益権の行使の結果、取締役その他の役員の選解任が行われた場合にお

いて、当該変更後の役員の在任期間中に当該他の上場会社において企業価値又は株主価値の毀損の

おそれ（例えば、重大な法令違反に該当する事象の発生又はそのおそれのある事象の発生、上場廃

止、特別注意銘柄への指定、破産その他の法的倒産手続き、大規模な希釈化を伴う株式又は新株予

約権の発行）が生じているか。生じているとして企業価値又は株主価値の毀損のおそれはどの程度

か 

8. 当該特定の株主との間で、直接・間接に出資関係ないし資金の貸借関係等が存在している又は存在

していたことがあるか 

9. 当該特定の株主との間で、直接・間接に、役員兼任関係、親族関係（内縁関係など準じる関係を含

む。以下同じ。）、ビジネス上の関係、出身校その他のコミュニティの中における人的関係が存在し

ている又は存在していたこと、並びに、一方が他方の従業員、組合員その他構成員である又はあっ

たことがあるなどの人的関係が存在するか 

10. 当社に対する株主権（共益権）の行使が当該特定の株主のそれに同調したものであったか。同調し

たものであったとして、行使された株主権の種類、内容、株主権行使の結果等に照らして、その同
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調の程度はどの程度か（なお、この 10.を唯一の根拠として「当該特定の株主と当該他の株主との

間にその一方が他方を実質的に支配し若しくはそれらの者が共同ないし協調して行動する関係」又

は「これらの者が実質的に支配し又はこれらの者と共同ないし協調して行動する者」と認定しては

ならないものとする。） 

11. 当社の事業や経営方針に関する言動等が当該特定の株主のそれと類似しているか。類似している言

動等がある場合には、そのような言動等がされた時期、内容に照らして、その類似の程度はどの程

度か（なお、この 11.を唯一の根拠として「当該特定の株主と当該他の株主との間にその一方が他

方を実質的に支配し若しくはそれらの者が共同ないし協調して行動する関係」又は「これらの者が

実質的に支配し又はこれらの者と共同ないし協調して行動する者」と認定してはならないものとす

る。） 

12. その代理人やアドバイザーが、当該特定の株主のそれと同じ事務所、法人、団体に属している若し

くは属していたことがある、業務提携関係にある、同種案件を共同して遂行したことがある及び/

又は親族関係その他の人的関係があるなど、当該特定の株主との間において意思の連絡が容易とな

るような関係を有しているか（直接的なものであると間接的なものであるとを問わない。） 

13. その他、当該特定の株主との間で意思の連絡があることを窺わせる直接・間接の事実はあるか 
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別紙５ 

 

大規模買付者に提供を求める情報 

 

1. 大規模買付者及びそのグループ（主要な株主又は出資者（直接であるか又は間接であるかを問いま

せん。以下同じとします。）、重要な子会社・関連会社、共同保有者及び特別関係者を含み、ファ

ンドの場合は各組合員、出資者その他の構成員及び投資に関する助言を継続的に行っている者を含

みます。以下同じとします。）の詳細（沿革、具体的名称、資本構成、出資割合、事業内容、財務

内容、投資方針の詳細、過去 10 年以内における投融資活動の詳細、及び過去 10 年以内における法

令違反行為の有無（及びそれが存する場合にはその概要）、並びに役員の氏名、過去 10 年間の経

歴及び過去における法令違反行為の有無（及びそれが存する場合にはその概要）、当社及び当社グ

ループと同種の事業についての経験等に関する情報を含みます。） 

 

2. 大規模買付者及びそのグループの内部統制システム（グループ内部統制システムを含みます。）の

具体的内容及び当該システムの実効性の有無ないし状況 

 

3. 大規模買付行為等の目的（意向表明書において開示していただいた目的の詳細。なお目的が複数あ

る場合にはその全てを記載していただきます。）、方法及び内容（経営参画の意思の有無、大規模

買付行為等の対価の種類及び金額、大規模買付行為等の時期、関連する取引の仕組み、買付予定の

株券等の数及び買付け等を行った後における株券等所有割合、大規模買付行為等の方法の適法性、

大規模買付行為等及び関連する取引の実現可能性（大規模買付行為等を一定の条件に係らしめてい

る場合には当該条件の内容）、並びに大規模買付行為等の後に当社株券等が上場廃止となる見込み

がある場合にはその旨及びその理由を含みます。なお、大規模買付行為等の方法の適法性について

は資格を有する弁護士による意見書を併せて提出していただきます。） 

 

4. 大規模買付行為等の対価の算定根拠及びその算定経緯（算定の前提事実・仮定、算定方法、算定に

用いた数値情報及び大規模買付行為等に係る一連の取引により生じることが予想されるシナジー及

びディスシナジーの内容、算定の際に第三者の意見を聴取した場合における当該第三者の名称、意

見の概要及び当該意見を踏まえて金額を決定するに至った経緯を含みます。） 

 

5. 大規模買付行為等の資金の裏付け（資金の提供者（実質的提供者（直接であるか間接であるかを問

いません。）を含みます。）の具体的名称、調達方法並びに、資金提供が実行されるための条件の

有無及び内容、資金提供後の担保ないし誓約事項の有無及び内容、関連する取引の具体的内容を含

みます。） 

 

6. 大規模買付行為等に際しての第三者との間における意思連絡（当社に対する重要提案行為等を行う

ことに関する意思連絡を含みます。以下同じとします。）の有無及び意思連絡がある場合はその具

体的内容及び当該第三者の概要 

 

7. 大規模買付者及びそのグループによる、当社の株券等の保有状況、当社の株券等又は当社若しくは

当社グループの事業に関連する資産を原資産とするデリバティブその他の金融派生商品の保有状況

及び契約状況、並びに当社の株券等の貸株、借株及び空売り等の状況 
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8. 大規模買付者及びそのグループが既に保有する当社の株券等に関する貸借契約、担保契約、売戻契

約、売買の予約その他の重要な契約又は取決め（以下「担保契約等」といいます。）がある場合に

は、その契約の種類、契約の相手方及び契約の対象となっている株券等の数量等の当該担保契約等

の具体的内容 

 

9. 大規模買付者が大規模買付行為等において取得を予定する当社の株券等に関し担保契約等の締結そ

の他第三者との間の合意の予定がある場合には、予定している合意の種類、契約の相手方及び契約

の対象となっている株券等の数量等の当該合意の具体的内容 

 

10. 大規模買付行為等の完了後に企図されている当社及び当社グループの経営方針、大規模買付行為等

の完了後に派遣を予定している取締役候補者の経歴その他の詳細に関する情報（当社及び当社グル

ープと同種の事業についての経験等に関する情報を含みます。）事業計画、財務計画、資金計画、

投資計画、資本政策及び配当政策等（大規模買付行為等の後における当社資産の売却、担保提供そ

の他の処分に関する計画を含みます。） 

 

11. 大規模買付行為等の後における当社及び当社グループの役員、従業員、労働組合、取引先、顧客及

び当社施設等が所在する地方公共団体その他の当社に係る利害関係者の処遇等の方針 

 

12. 当社の他の株主との利益相反を回避するための具体的方策 

 

13. 大規模買付行為等に関し適用される可能性のある国内外の法令等に基づく規制事項、国内外の政府

又は第三者から取得すべき私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、外国為替及び外国貿

易法その他の法令等に基づく承認又は許認可等の取得の可能性（なお、これらの事項については、

資格を有する弁護士による意見書を併せて提出していただきます。） 

 

14. 大規模買付行為等の後における当社グループの経営に関して必要な国内外の法令等に基づく許認可

の維持の可能性及び国内外の法令等の規制遵守の可能性 

 

15. 反社会的勢力ないしテロ関連組織との関連性の有無（直接的であるか間接的であるかを問いません。）

及び関連が存在する場合にはその詳細 

以 上 
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別紙６ 

新株予約権無償割当ての概要 

 

1. 本新株予約権の目的となる株式の種類  

   当社普通株式 

 

2. 本新株予約権の目的となる株式の数  

   新株予約権 1個当たりの目的となる株式の数は、取締役会が別途定める数とします。 

 

3. 本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 

新株予約権の行使に際してする出資の目的は金銭とし、その価額は 1 円に各新株予約権の目的とな

る株式の数を乗じた額とします。 

 

4. 本新株予約権を行使することができる期間  

   本新株予約権を行使することができる期間は、取締役会が別途定める一定の期間とします。 

 

5. 本新株予約権の行使の条件 

(a) 非適格者が保有する本新株予約権（実質的に保有するものを含みます。）は、行使することができま

せん。 

「非適格者」とは、以下のいずれかに該当する者をいいます。  

(i)   大規模買付者 

(ii)  大規模買付者の共同保有者（金融商品取引法第 27 条の 23 第 5 項及び第 6項） 

(iii) 大規模買付者の特別関係者（金融商品取引法第 27 条の 2第 7項） 

(iv)  取締役会が独立委員会による勧告を踏まえて以下のいずれかに該当すると合理的に認定した

者 

(x) 上記(i)から本(iv)までに該当する者から当社の承認なく本新株予約権を譲り受け又は承

継した者 

(y) 上記(i)から本(iv)までに該当する者の「関係者」。「関係者」とは、これらの者との間に

フィナンシャル・アドバイザリー契約を締結している投資銀行、証券会社その他の金融機

関その他これらの者と実質的利害を共通にしている者、公開買付代理人、弁護士、会計士

その他のアドバイザー若しくはこれらの者が実質的に支配し又はこれらの者と共同ない

し協調して行動する者をいいます。なお、「これらの者が実質的に支配し又はこれらの者

と共同ないし協調して行動する者」に該当するか否かの判定は、別紙４に定める基準に従

い行うものとします。組合その他のファンドに係る「関係者」の判定においては、ファン

ド・マネージャーの実質的同一性その他の諸事情が勘案されます。 

(b) 新株予約権者は、当社に対し、上記 5(a)の非適格者に該当しないこと（第三者のために行使する場

合には当該第三者が上記 5(a)の非適格者に該当しないことを含みます。）についての表明・保証条

項、補償条項その他当社が定める事項を記載した書面、合理的範囲内で当社が求める条件充足を示

す資料及び法令等により必要とされる書面を提出した場合に限り、本新株予約権を行使することが

できるものとします。 

(c) 適用ある外国の証券法その他の法令等上、当該法令等の管轄地域に所在する者による本新株予約権

の行使に関し、所定の手続の履行又は所定の条件の充足が必要とされる場合、当該管轄地域に所在

する者は、当該手続及び条件が全て履行又は充足されていると当社が認めた場合に限り、本新株予

約権を行使することができます。なお、当社が上記手続及び条件を履行又は充足することで当該管

轄地域に所在する者が本新株予約権を行使することができる場合であっても、当社としてこれを履
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行又は充足する義務を負うものではありません。 

(d) 上記 5(c)の条件の充足の確認は、上記 5(b)に定める手続に準じた手続で取締役会が定めるところに

よるものとします。 

 

6. 取得条項  

(a) 当社は、本新株予約権の無償割当ての効力発生日以後の日で取締役会が定める日において、未行使

の本新株予約権で、上記 5(a)及び(b)の規定に従い行使可能な（即ち、非適格者に該当しない者が

保有する）もの（上記 5(c)に該当する者が保有する本新株予約権を含みます。下記 6(b)において「行

使適格本新株予約権」といいます。）について、取得に係る本新株予約権の数に、本新株予約権 1個

当たりの目的となる株式の数を乗じた数の整数部分に該当する数の当社普通株式を対価として取得

することができます。 

(b) 当社は、本新株予約権の無償割当ての効力発生日以後の日で取締役会が定める日において、未行使

の本新株予約権で行使適格本新株予約権以外のものについて、取得に係る本新株予約権と同数の新

株予約権で非適格者の行使に一定の制約が付されたもの（以下に記載する行使条件その他取締役会

が定める内容のものとします。以下、当該新株予約権を「第 2 新株予約権」といいます。）を対価と

して取得すること等、大規模買付等に対する対抗措置としての効果を勘案した取得条項等を付すこ

とがあり得ます。 

(行使条件) 

非適格者は、次に定める場合その他取締役会が定める場合を除き、第 2新株予約権を行使する

ことができません。 

(x) 大規模買付者が株主意思確認総会決議後に大規模買付行為等を中止又は撤回し、かつ、そ

の後大規模買付行為等を実施しないことを誓約するとともに、大規模買付者その他の非適

格者が、当社が認める証券会社に委託をして当社株式を処分した場合であって、かつ、 

(y) 当該処分を行った後における大規模買付者の株券等保有割合（但し、本(y)において、株

券等保有割合の計算に当たっては大規模買付者やその共同保有者以外の非適格者につい

ても当該大規模買付者の共同保有者とみなして算定を行うものとし、また、非適格者の保

有する第 2 新株予約権のうち行使条件が充足されていないものは除外して算定します。）

として当社取締役会が認めた割合が 20%を下回っている場合は、当該処分を行った大規模

買付者その他の非適格者は、当該処分がなされた株式の数に相当する数の株式を目的とす

る第2新株予約権につき、当該20%を下回る割合の範囲内でのみ行使することができます。 

(c) 当社は、本新株予約権の行使が可能となる期間の開始日の前日までの間いつでも、当社が本新株予

約権を取得することが適切であると当社取締役会が認める場合には、当社取締役会が別途定める日

の到来をもって、全ての本新株予約権を無償で取得することができるものとします。 

 

7. 譲渡承認  

譲渡による本新株予約権の取得には、取締役会の承認を要します。 

 

8. 資本金及び準備金に関する事項  

本新株予約権の行使及び取得条項に基づく取得等に伴い増加する資本金及び資本準備金に関する事

項は、法令等の規定に従い定めるものとします。 

 

9. 端数  

本新株予約権を行使した者に交付する株式の数に 1株に満たない端数があるときは、これを切り捨

てます。但し、当該新株予約権者に交付する株式の数は、当該新株予約権者が同時に複数の新株予

約権を行使するときは各新株予約権の行使により交付する株式の数を通算して端数を算定すること
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ができます。 

 

 

10. 新株予約権証券の発行  

本新株予約権については新株予約権証券を発行しません。 

 

11. 株主に割り当てる本新株予約権の数 

当社普通株式（当社の有する普通株式を除く。）1株につき本新株予約権 1個の割合で割り当てるこ

ととします。 

 

12. 本新株予約権の無償割当ての対象となる株主 

取締役会が別途定める基準日における最終の株主名簿に記載又は記録された当社普通株式の全株主

（当社を除く。）に対し、本新株予約権を割り当てます。 

 

13. 本新株予約権の総数 

取締役会が別途定める基準日における当社の最終の発行済株式総数（但し、当社が有する普通株式

の数を除く。）と同数とします。 

 

14. 本新株予約権の無償割当ての効力発生日 

  取締役会が別途定める基準日以降の日で取締役会が別途定める日とします。 

以 上 

 

 


